
(1)　課税状況

実 8,164

実 7,922

実 2,272

実 6,890

実 6,763

　調査対象　平成12年中に相続又は遺贈により財産を取得した者についての申告又は処理（更正、

　　　　　決定等）による課税事績

　調査時点　平成13年10月31日

　　（注）１　「相続人の数」欄の「実」は、実人員である。

　　　　　２　「遺産に係る基礎控除額」欄の人数は、被相続人の数である。

(2) 課税状況の累年比較

相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

人 千円 千円 千円 人 千円 人

7,834 553,023,393 85,818,176 27,960,761 6,553 49,478,186 2,570

7,945 555,798,379 85,135,481 27,242,563 6,709 49,288,740 2,657

7,811 522,971,566 75,944,500 23,604,299 6,811 45,111,951 2,583

8,264 555,528,350 78,840,794 25,107,416 6,874 46,794,801 2,836

8,164 542,889,572 75,393,817 25,413,745 6,763 43,891,990 2,796

　　（注）　「(1)課税状況」を累年比較したものである。「相続人の数」欄の「実」は、実人員

          である。

10

11

12

区 分

５－１　課　税　状　況

平成８年分

９

課 税 価 格
相 続 税 額 税 額 控 除

納 付 税 額 被相続人
の 数

6,091,461

43,891,990

- 

233,960,000

552,240

- 

25,413,745

49,983,451

124,354

24,605,665

32,329

99,158

368

- 

2,796

581,549,183

41,090,516

2,434,438

542,889,572

75,048,014

345,803

75,393,817

127

106

328

- 

災 害 減 免 法 に よ る 免 除 税 額

遺 産 に 係 る 基 礎 控 除 額

課 税 価 格

8,132

3,931

932

7,922

363

278

1,577

計

差 引 税 額

納 税 猶 予 額

納 付 税 額

未 成 年 者

障 害 者

相 次 相 続

外 国 税 額

相 続 税 額

税額控除等

取 得 財 産 価 額

債 務 控 除 額

加 算 贈 与 財 産 価 額

算 出 税 額

２ 割 加 算 額

計

贈 与 税

配 偶 者

区 分 相 続 人 の 数 金 額

人 千円
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(3)　加算税の状況

相続人の数 相 続 人 の 数 相 続 人 の 数

人 人 人

159 62 15

1,602 101 290

1,761 163 305

　調査対象　本年分　平成12年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成13年10月31日ま

　　　　　　　　　での申告又は処理（更正、決定等）による課税事績

　　　　　　過年分　平成11年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成12年10月１日か

　　　　　　　　　ら平成13年６月30日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を平成

　　　　　　　　　10年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者については、平成12年７月１日から

　　　　　　　　　平成13年６月30日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績

(4)　申告及び処理状況

金 額 金 額

千円 千円

8,164 540,516,454 6,746 43,418,631 2,796 

230 2,843,694 407 575,732 150 

4 5,344 4 1,181 1 

66 488,480 △    93 104,761 △    45 

1 12,560 1 1,207 1 

実 8,164 542,889,572 実 6,763 43,891,990 実 2,796 

89 5,063,987 76 329,897 42 

1,414 20,267,898 2,047 4,213,513 771 

11 159,228 19 63,548 8 

187 3,059,646 △  237 1,575,071 △  112 

3 48,946 3 559 2 

実 96 22,480,413 実 232 3,032,446 実 42 

8,253 545,580,441 6,822 43,748,528 2,838 

1,644 23,111,592 2,454 4,789,246 921 

15 164,572 23 64,728 9 

253 3,548,126 △  330 1,679,832 △  157 

4 61,506 4 1,766 3 

実 8,260 565,369,985 実 6,995 46,924,436 実 2,838 

　調査対象　「(3)加算税の状況」と同じである。

　　（注）　「人員」欄の「実」は、実人員を示す。

本

年

分

申 告 額

修 正 申 告 に よ る 増 差 額

更 正 に よ る 増 差 額

更 正 等 に よ る 減 差 額

決 定 額

計

重 加 算 税

金　　額 金　　額 金　　額

区 分
相続人の数 相続人の数

区 分
過 少 申 告 加 算 税 無 申 告 加 算 税

本 年 分

過 年 分

合 計

千円

過

年

分

申 告 額

修 正 申 告 に よ る 増 差 額

更 正 に よ る 増 差 額

更 正 等 に よ る 減 差 額

決 定 額

計

合

計

申 告 額

修 正 申 告 に よ る 増 差 額

更 正 に よ る 増 差 額

更 正 等 に よ る 減 差 額

決 定 額

計

40,727

274,666

315,392

千円

10,021

35,311

45,332

千円

27,825

392,569

420,394

被相続人の数
納 付 税 額課 税 価 格

人 人 人
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（５）　税務署別課税状況（本年分）

人 員 金 額 人 員 金 額
人 千円 人 千円 人

鳥 取 198 14,681,230 171 1,310,938 67
米 子 193 12,028,256 160 908,453 68
倉 吉 133 6,612,114 114 445,505 37
鳥 取 県 計 524 33,321,600 445 2,664,896 172

松 江 174 11,032,860 126 730,566 71
浜 田 54 2,868,334 42 104,005 19
出 雲 113 6,395,372 84 240,557 41
益 田 50 2,486,473 42 101,578 15
石 見 大 田 18 1,053,373 15 21,300 × 
大 東 27 1,480,492 22 91,541 8
西 郷 5 238,013 3 5,574 × 
島 根 県 計 441 25,554,917 334 1,295,120 164

岡 山 東 456 33,139,335 403 3,438,133 151
岡 山 西 577 36,280,856 445 2,627,183 206
西 大 寺 133 7,201,070 108 375,510 46
児 島 90 5,156,671 72 317,542 35
倉 敷 499 36,268,850 393 2,134,097 180
玉 島 177 9,847,637 128 475,843 55
津 山 121 8,868,144 101 587,826 47
玉 野 57 3,602,176 53 250,400 23
笠 岡 79 5,192,195 67 406,091 29
高 梁 27 1,823,516 24 108,833 9
新 見 19 1,266,361 16 45,729 8
瀬 戸 73 4,657,852 56 277,121 25
久 世 28 1,690,755 25 128,564 8
岡 山 県 計 2,336 154,995,418 1,891 11,172,873 822

広 島 東 255 19,886,969 236 3,348,609 84
広 島 南 242 20,106,649 219 2,980,046 77
広 島 西 344 24,108,864 300 2,471,042 118
広 島 北 389 32,726,277 316 3,150,520 135

呉 230 14,255,050 208 1,425,397 76
竹 原 53 3,283,840 47 320,563 18
三 原 94 6,776,954 82 634,941 35
尾 道 139 8,584,309 116 547,991 49
福 山 575 37,347,653 450 2,492,673 194
府 中 164 11,416,374 123 590,245 61
三 次 25 1,513,233 22 52,146 11
庄 原 30 1,835,695 24 143,225 11
西 条 137 8,827,762 108 550,356 51
廿 日 市 309 22,912,769 265 2,211,031 104
海 田 333 19,309,440 280 1,342,445 110
吉 田 28 1,586,804 22 121,451 12
広 島 県 計 3,347 234,478,642 2,818 22,382,679 1,146

下 関 239 17,465,927 205 1,494,455 75
宇 部 195 13,542,376 155 1,056,925 63
山 口 257 14,432,310 217 813,409 83

萩 46 3,122,987 39 225,989 15
徳 山 286 16,344,842 241 909,362 87
防 府 127 8,424,805 102 483,910 47
岩 国 206 12,672,776 180 911,850 69

光 86 3,879,508 72 187,666 23
長 門 24 1,524,986 23 71,617 11
柳 井 24 1,400,969 20 106,824 10
厚 狭 26 1,727,509 21 114,417 9
山 口 県 計 1,516 94,538,995 1,275 6,376,422 492

全 管 計 8,164 542,889,572 6,763 43,891,990 2,796
 （注）　「(1)課税状況」を署別に示したものである。

課 税 価 格 納 付 税 額
被相 続人 の数署 名
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